
国土交通省 東北地方整備局 青森河川国道事務所

青森県 県土整備部

※河川整備計画とは、河川法の三つの目的である「治水」「利水」「河川環境の保全」が総合的に

達成できるよう、今後の川づくりについて具体的に示す計画であり、法律で定められたものです。

※

霊峰名久井岳と馬淵川霊峰名久井岳と馬淵川



近年、河川をとりまく状況は大きく変化しており、治水、利水の役割を担うだけでなく、うるおいのある

生活環境の場としての役割も期待されています。また、地域の風土と文化の形成や、動植物の生息・生育・

繁殖の場としての環境面など、多様な視点からの個性を活かした川づくりが求められています。

馬淵川水系は、昭和22年、昭和33年に代表される大規模な洪水に見舞われ甚大な被害が生じており、近

年においても洪水が繰り返されています。その一方で昭和48年などに代表される渇水被害も発生しています。

馬淵川流域は豊かな自然環境に恵まれた地域であり、折爪馬仙峡や霊峰名久井岳といった景勝地が多く見

られます。また、オオタカ、ハヤブサといった貴重な鳥類や、タナゴやシロウオ、イトヨ、スナヤツメと

いった貴重な魚類が生息しており、多種多様な種の生息・生育空間となっています。

馬淵川流域は、古くからしばしば大洪水に見舞われており、治水の歴史も古く、延享5年(1748年)には大

規模な新川掘削の河川改修工事が行われた記述も見られます。明治44年には最初の長期計画である第1期治

水計画が策定され、その後幾度かの計画改訂を経て、昭和15年に馬淵川河口の放水路開削に着手し、昭和

30年に全面完成しました。馬淵川放水路の完成により形成された河口付近の馬淵川と新井田川の三角地帯は、

洪水常襲地帯から解消され、八戸臨海工業地帯として八戸市発展の礎となりました。

河川の整備にあたっては、こうした馬淵川流域の特性を踏まえつつ、安全で安心でき、うるおいのある、

より良い馬淵川の川づくりを目指します。また、堤防などの施設整備だけでなく、住民参加と地域との連携

による川づくりのしくみや支援等に努めます。

計画の背景

計画策定の流れ ～策定の経緯と今後の予定～

河川整備計画策定[H21.8予定]

県知事・市町村長意見
[H21.７下旬予定]

意見

河川整備基本方針

河川整備基本方針(案)の作成

社会資本整備審議会河川分科会

河 川 整 備 計 画

一.当該水系に係る河川の総合的な

保全と利用に関する基本方針

二.河川の基本となるべき事項

イ 基本高水（洪水防御に関する計

画の基礎となる洪水をいう。)並

びにその河道及び洪水調節ダム

への配分に関する事項

ロ 主要な地点における計画高水流

量に関する事項

ハ 主要な地点における計画高水位

及び計画横断形に係る川幅に関

する事項

二 主要な地点における流水の正常

な機能を維持するため必要な流

量に関する事項

河川整備基本方針決定
(H19.7.2)

[H21.3現在]

・地域の方々の意見を聴く会の開催
[H21.5下旬]

・市町村広報紙・新聞等での周知
・パブリックコメント募集
(はがき、FAX､インターネット)

意見地域のみなさまからの

ご意見を参考に修正

意見

馬淵川水系河川整備学識者懇談会
[H19.11.30設立]
H21.3までに4回開催

河川整備計画原案作成
[H21.6予定]

河川整備計画素案作成
[H21.1]

水辺の楽校での環境学習会

 

昭和15年9月洪水（大橋付近の様子） 馬淵川を代表する景勝地（折爪馬仙峡）



基本的な考え方 ～川づくりの基本理念～

馬淵川を取り巻く様々な課題を踏まえ、「馬淵川水系河川整備基本方針」(平成19年7月2日策
定)に沿って、以下の3点を基本理念に関係機関や地域の方々との情報の共有、連携の強化を図

りつつ、治水、利水、環境に関わる整備を総合的に展開します。

地域の安全と安心が持続できるように、必要な治水対策を行い、洪水、内水被害、高潮、地震

などさまざまな災害から沿川地域住民の生命と財産を守り、将来にわたって人々が安心して暮ら

せる安全な馬淵川の実現を目指します。

馬淵川の自然豊かな河川環境と河川景観を次の世代に引き継ぐため、連携と協働のもと流域一

体となった河川環境の保全、再生、創出を目指します。

地域の魅力と活力を引き出すため、馬淵川の恵みを活かしつつ、自然とのふれあい、歴史、文

化、環境の学習ができる場、市民の利活用の場などの整備、保全を目指します。

河川に関する情報について地域住民と幅広く共有されるよう、防災学習、河川の利用に関する

安全教育、環境教育などの充実を図るとともに、住民参加による河川清掃、河川愛護活動などを

推進します 。

安全・安心

共生・継承

川・人・地域

～安全で安心が持続できる川づくり～

～地域の個性と活力、歴史や文化が実感できる川づくり ～

～豊かな河川環境と河川景観を次世代に継承する川づくり ～

■今後の整備計画の進め方について～馬淵川に関するアンケート調査～
河川整備計画の策定に向けて、地域のみなさんの意見をお聞きするためにアンケート調査を実施しました。

～川づくりは上流から下流の住民まで協力して取り組むべきだと思いますか？～
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治水対策

利水対策

環境対策

3つを均等に

わからない

流域全体

浸水被害経験無し

浸水被害経験有り

～治水対策・利水対策・環境対策のうち、どの項目に力を入れるべきだと思いますか？～

流域全体

流域全体

～川づくりには,地域住民も積極的に活動すべきだと思いますか？ ～

◆治水・利水・環境のバランスを考えた整備が望まれています。

◆地域住民が参加し、流域が一体となった川づくりが望まれています。
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治水に関する現状と課題治水に関する現状と課題

■まだ十分ではない安全性
○築堤や河道掘削など、段階的に安全性の向上を図っています。

○近年においても、洪水により多数の家屋が浸水しています。

○被害を軽減するための対策を、今後も進めていく必要があり

ます。

治水治水の目標の目標

■安全性の確保・向上

平成16年9月洪水
八幡・尻内地区(八戸市)の浸水状況

■馬淵川に関するアンケート調査
○堤防や護岸整備に対する満足度は高いと言えます。

～川の満足度～

～洪水対策の必要性～

平成18年10月洪水
南部町の浸水状況

馬淵川水系 河川整備計画 流量配分図

○さらなる整備が必要であると認識されています。

○戦後最大洪水である昭和22年8月洪水と同規模の洪水が発

生しても、外水氾濫による浸水被害を防止します。

（大臣管理区間）

現況（整備前）
氾濫面積 約 100ha
浸水世帯 約150世帯

整備後
氾濫面積 約 0ha
浸水家屋 約 0世帯

※内水氾濫、支川の氾濫による被害は含んでいません

現状で想定される被害がなくなります

大橋

昭和22年8月洪水と同規模の洪水が発生した場合の被害状況

※戦後最大洪水である昭和22年8月洪水と同規模の洪水が発生した場合の
被害状況をシミュレーションにより想定。

概ね20年に1回
の洪水規模に相当

概ね40年に1回
の洪水規模に相当

■頻発する内水氾濫被害 ※内水氾濫：支川からの水が本川に排水できなくなり、支川合流部付近で生ずる氾濫のこと。

○馬淵川下流部の浅水川合流部は内水氾濫の常襲地帯です。

○平成16年9月や平成18年10月の洪水等では、内水氾濫に

より大きな被害を受けました。

○内水氾濫の浸水に対しても、被害を軽減するための対策を、

国・県・八戸市が連携して進めていく必要があります。

平成18年10月洪水による
表河原地区(八戸市)の内水被害状況

平成16年9月洪水による
尻内地区(八戸市)の内水被害状況

○平成16年9月洪水及び平成18年10月洪水と同規模の洪水
からの安全性を確保・向上させます。
○概ね20年に1度発生する洪水に対して宅地の浸水被害を防
止し、概ね3年に1度発生する洪水に対して農地の浸水被害
の軽減を図ります。 （知事管理区間）

※内水氾濫、支川
の氾濫による被害
は含んでいません

現況（整備前）
浸水世帯
約300世帯

20年に一度の洪水が発生した場合の被害状況

※２０年に一度発生する洪水の被害状況をシミュレーションにより想定。

現況（整備前）
浸水世帯

0世帯

宅地の浸水被害がなくなります
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 掘削前の水位 

掘削後の水位 

馬淵川 知事管理区間

輪中堤L=400m
(相内地区)

輪中堤 L=200m
(川守田地区)

河道掘削

河川整備の実施箇所

※堤防の位置や構造、質的整備実施箇所および河道
掘削箇所については、今後、詳細設計を経て決定
するもので、 最終的なものではありません。

治水対策の具体的内容治水対策の具体的内容

■堤防の整備

■河道の掘削

■内水対策

■地震・津波対策

○無堤箇所及び断面（堤防高や幅）が不足する箇所におい

て堤防の整備を実施します。

○堤防の質的向上を目指して、堤防の安全性を高める整備

を実施します。 （大臣管理区間）

○洪水時の河川の水位が下がるよう、河道断面積を拡大す

るための河道掘削を実施します。

（大臣管理区間・知事管理区間）

○被害状況等に応じて排水

ピットや排水ポンプの増強

などの内水被害軽減対策を

実施します。

（大臣管理区間）

■水防活動拠点の整備

○堰や樋門・樋管などに対して耐震性を検証し、耐震補

強などの必要な対策を実施します。（大臣管理区間）

○河川情報の発信や水防活

動、避難活動などの拠点と

なる河川防災ステーション

の整備を実施します。

（大臣管理区間）

■輪中堤の整備
○平成16年9月洪水、平成

18年10月洪水に対応す

るため 、床上浸水被害の

発生した家屋を対象とし

た輪中堤の整備を実施し

ます。

（知事管理区間）

天端の幅5m

計画余裕高
1.2m ▽計画高水位

堤防整備のイメージ

河道掘削のイメージ

河道を掘削することにより
洪水時の水位を下げます

輪中堤

輪中堤整備のイメージ

氾濫しても家屋は守る

ポンプ車による内水排除

河川防災ステーションの
イメージ

馬淵川 大臣管理区間
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利水・環境に関する現状と課題利水・環境に関する現状と課題

■馬淵川に関するアンケート調査
○河川の自然環境に対する満足度は低い傾向になっています。

利水・環境に関する目標と具体的内容利水・環境に関する目標と具体的内容

■河川の適正な利用、
流水の正常な機能の維持

○渇水時には、水利用者と連携した取水調整などにより水利用

の合理化を図ります。

○関係機関との連携を図りながら流水の適正な管理に努めます。

（大臣管理区間・知事管理区間）

■動植物の生息・生育環境の保全
○良好な河川環境の維持・保全に努めるとともに、河川工事の

実施にあたっては、可能な限り良好な河川環境の復元・創出

に努めます。

○関係機関と連携し、外来生物の侵入・拡大の防止に努めると

ともに、環境モニタリング調査を実施します。

（大臣管理区間・知事管理区間）

ピチャピチャランドの利用

移動環境の向上を目指した魚道改良（馬淵大堰）

■渇水被害
○昭和48年には大規模が渇水被害が発生しており、安定した

河川流量の確保に努める必要があります。

■豊かな景観
○豊かな河川景観を保全し、次世代に引き継ぐように努める必

要があります。

■活発な河川利用
○河川公園などが整

備された高水敷では、

各種イベントを中心

にスポーツ、釣り、

散策など多様な活動

が行われています。
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(千人)

135千人

250千人

322千人

202千人

馬淵川の河川空間利用状況

■水質の保全
○流域の水質状況を把握し、良好

な水質の維持に努めます。

○広報活動にも力を入れ、環境学

習を通じての啓発活動を実施し

ます。

（大臣管理区間・知事管理区間） 水質調査体験

外来植物の駆除 NPOと住民参加による外来種調査

※他河川での事例 ※他河川での事例

■良好な景観の保全
○河川工事による景観の改変を

極力小さくするよう努め、良

好な景観の保全を図ります。

（大臣管理区間

・知事管理区間）

景観に配慮した緩傾斜堤防整備

※他河川での事例

河川空間（高水敷）の利用

■多様な動植物
○多様な動植物の生息・生

育する馬淵川の豊かな自然

環境を次世代に引き継ぐ必

要があります。

○確認されている外来種か

ら、馬淵川特有の動植物を

守る必要があります。

タナゴ

河口部の干潟と
ウミネコの大群

○地域と県や市町村などと連携しながら、水辺の楽校など

の整備を行います。

○子供からお年寄りまで安心して利用ができるよう、安全

性に配慮した整備により、人と河川とのふれあいの場を確

保します。 （大臣管理区間）



維持管理の基本的な方針維持管理の基本的な方針

○災害発生時においても被害が最小限となるよう、公助・共

助・自助における体制づくりを整備します。

○河川情報の収集・提供、洪水ハザードマップの活用支援、水

防活動への支援強化等の施策を進めます。

（大臣管理区間、知事管理区間）

河川管理施設について、「災害の発生の防止」、「河川の適正な利用」、「流水の正常な機能の維持」、「河川

環境の整備と保全」等の観点から、施設の本来の機能が発揮されるように適切な維持管理を実施します。

■危機管理体制の整備・強化

■サイクル型維持管理の推進
○馬淵川の河川特性を十分に踏まえ、具体的な維持管理の
計画を作成します。
○河川の状態変化の監視、状態の評価、評価結果に基づく
改善を一連のサイクルとした「サイクル型維持管理」に
より効率的・効果的に実施します。

（大臣管理区間、知事管理区間）

サイクル型維持管理のイメージ

河川の規模や特性に応

じて、具体的な維持管

理計画を作成 

河川維持管理計画 

調査、点検結果を河川

カルテとして記録 

河川カルテの作成 

常に変化する河川の状

態を測量、点検等で適

切に監視 

状態を常に監視 

管理する河川の河道状

態、施設の状態を評価 

状態の評価 

情報共有 地域社会

監視、評価結果に基づ

き、機動的に河川管理

施設の改善を実施 

状態を起動的に監視 

 サイクル型維持管理
監視-評価-改善 

協
働
実
施

地域社会 

必要に応じて計画を見直し 

18%
27%24%

51%
50%

42%

26%17%
28%

5%6%7%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

参加したくない

少しは参加したい

参加したい

積極的に参加したい

○住民参加と地域との連携に川づくりを実現するため、流域に住

む誰もが、馬淵川に関心を持ち、参加できる仕組みづくりや支援

に努めます。 （大臣管理区間）

 

馬淵川

関 係 機 関

自 治 体河川管理者

地 域 住 民

連携 

連携 

連 
 

携 

連 
 

携 

 

  

地域と河川管理者とのパートナーシップ

住民参加による「水辺の楽校」の
クリーンアップ活動

まべちかわ親子川くだり

■河川の維持管理
○河川の巡視、点検や調査など

河川の状態を適切に把握します。

○河川管理施設、河川空間や自

然環境等について、適切な維持

管理を実施します。

樋門・樋管の点検

洪水危機管理演習の実施 水防工法訓練（木流し工法）

（大臣管理区間、知事管理区間）



『馬淵川水系河川整備計画【素案】』の本文は沿川市町村や青
森県庁、青森河川国道事務所で閲覧することができます。閲覧会
場に関する詳細は裏表紙をご参照ください。下記ホームページで
も本文を公開しています。
多くの方々からのアクセスをお待ちしております。

馬淵川流域にお住まいの方ならどなたでも参加すること
ができます。
参加ご希望の方は、当日最寄の会場までお越しください。

※当日、先着順より参加の受付を行いますが、希望者多数の場合は、会場
の都合により入場できないことがあります。

●/●(●） ●:●～●:●

●/●(●） ●:●～●:●

●/●(●） ●:●～●:●

開 催 場 所日 時

【ホームページURL】

大臣管理区間：http://www.thr.mlit.go.jp/aomori/
知事管理区間：http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kasen

馬淵川水系河川整備計画（素案）に関する
ご意見について下枠にご記入ください。

東北地方整備局 青森河川国道事務所
調査第一課
〒030-0822 青森市中央三丁目20-38
TEL:017-734-4521（代表）
FAX:017-722-2540

青森県 県土整備部 河川砂防課
〒030-8570 青森市長島一丁目1-1
TEL:017-734-9664
FAX:017-734-8191

青森県

『馬淵川水系河川整備計画【素案】』は下記で閲覧できます

みなさまのご意見をお聴かせください。
※いただいたご意見を参考にさせていただきますので ●月●日 金 までご投函ください。

※いただきました意見について、馬淵川水系河川整備計画策定目
的以外には使用することはありません。
※一切の個人情報については、第三者に開示または提供すること
はございません。

○治水について

○利水・環境について

○維持管理について

○地域との連携について

関　係　機　関　名 担 当 課 電　話 住　　所

調査第一課 017-734-4560  青森市中央 3-20-38

 八 戸 出 張 所 技術係 0178-28-2626  八戸市長苗代二丁目5-8

調査・品質確保課 0178-28-7135  八戸市石堂三丁目7-10

県土整備部　河川砂防課 017-722-1111  青森市長島 1-1-1

0178-27-5154
(管理、砂防・急傾斜)

0178-27-5491
(整備)

建設部 港湾河川課 0178-43-21371  八戸市内丸一丁目1-1

建設課 0178-62-7961  三戸郡五戸町字古舘21-1

企画調整課 0178-84-2111  三戸郡南部町大字苫米地字下宿23-1

 南 部 分 庁 舎 建設課 0179-34-2111  三戸郡南部町大字沖田面字沖中46

ふるさと農村課 0179-20-1111  三戸郡三戸町大字在府小路町43

経済課 0179-32-3111  三戸郡田子町大字田子字天神堂平81

産業建設課 0178-78-2111  三戸郡新郷村大字戸来字風呂前10

青 森 河 川 国 道 事 務 所

青 森 県 庁

八 戸 市 役 所

 八戸市尻内町鴨田7 三八地域県民局　　　地域整備部　河川砂防施設課

高 瀬 川 河 川 事 務 所

新 郷 村 役 場

五 戸 町 役 場

南 部 町 役 場

三 戸 町 役 場

田 子 町 役 場


